
講師謝金・旅費、会場・設備借上費、テキスト代、委託料、受講料など
※従業員等の移動交通費は除く

Ｒ8/4/1~R9/2/28

2社以上参加で

１
２
３

社内研修・講習会

新技術の
習得



※③交付決定後に、事業実施（契約〜開催〜支払）を行って下さい。

【ステップ２】申請方法

・セミナー等へ参加後に、市内事
業所で内容の共有をすること。

市ホームページ


